軽自動車税事務所に係る一般廃棄物収集運搬処理業務仕様書

１　総則
（１）本業務は、京都市契約事務規則、関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基づき施行すること。
（２）本業務の受託者は、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守のうえ、施行すること。

２　収集場所
　　京都市軽自動車税事務所
　　京都市伏見区深草中川原町１３番地の７

３　業務内容等
（１）京都市軽自動車税事務所から排出される一般廃棄物及び資源ごみについて、収集ボックスから収集し、適切に運搬処理すること。
（２）収集に当たっては、分別状況を確認し、分別できていないごみを発見した場合は、選別のうえ、適切に分別処理を行うこと。
また、収集後は、当該場所及びその付近の清潔の保持に努めること。
（３）資源ごみは、可能な限りリサイクル処理に努めること。
（４）収集頻度は、一般廃棄物は週２回、資源ごみは週１回以上とする。収集日・時間については、本市と協議を行い、決定するものとする。
（５）収集業務に適した車両を用いること。収集車を停車する際は、周囲の車両や人に注意を払うこと。業務中に発生した事故、破損等については、本市は一切の責任を負わない。

４　対象廃棄物
（１）一般廃棄物
（２）資源ごみ（空き缶・空きびん等）
※毎月の廃棄物の量は、あわせて４５Ｌゴミ袋２０袋程度を予定。
ただし予定量であり、変動することがある。

５　契約期間
　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

６　資格
受託者は、京都市内において一般廃棄物処理業許可を受けた処理業者であること。
契約時に、許可証の写しを提出すること。

７　支払方法
１箇月ごとに、当該期間の業務終了後、契約金額の１２分の１の金額を受託者の適法な支払請求書を受理したときから、３０日以内に支払うものとする。ただし、１２分の１の金額に円未満の端数が生じる場合は、初回分に加算して支払う。
また、請求書にあわせて完了届を提出すること。

８　その他
（１）本業務の受託者は、その業務に関し、本市と密接に連絡を取り合うこと。
（２）業務上知り得た事項を他にもらしてはいけない。
（３）本業務は委託契約書を締結します。
（４）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈につき疑義が生じた事項については、受託者は誠意をもって本市と協議し、積極的に対処しなければならない。
